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１ 体調管理等について 

（１） 学生は、健康チェックシートを使用し自己の体調管理を行う。 

（２） 体調不良の場合 

37.5 度以上の発熱や息苦しさ、のどの痛み等が認められた場合は、登校・出勤を自粛し医療機

関を受診すること。 

（３） ワクチン接種後の副反応による体調不良の場合は、公欠扱いとする。 

 

２ 濃厚接触者の対応について【2022/8/3 県指針】 

① 学内等で陽性判明者と接触があったと考えられる者は、濃厚接触者の特定を学内で行う。 

※接触とは、「至近距離で 15 分以上会話」「会話を伴う食事」「激しい運動」等 

② 濃厚接触者と特定した者は、最終接触日から 5 日間の自宅待機とする。（公欠） 

③ 最終接触日から 2 日目、3 日目にＰＣＲ検査を行い陰性確認が取れた場合は、3 日目からの出校

を可とする。 

④ 症状がある場合には速やかに医療機関を受診すること。 

 

青森県では、令和 4 年 3 月 29 日より、事業所等で感染者が発生した場合は、保健所による積

極的疫学調査や濃厚接触者の特定・行動制限を実施しないこととした。 

なお家庭内感染の場合は、従来通り保健所によって実施する。 

 

３ 陽性が判明した場合等の学内の対応について 

新型コロナ対策委員会において審議し、学長が定める。 
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